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大規模小売店舗立地連絡調整会議の関係者意見及び店舗設置者の回答 

〔フジ古市店〕（1/1） 

項 目 意見内容 回  答 

交 通 

【道路交通局 道路部 道路計画課】 

・ 交通-１２（平日/ピーク時来店交通量図

（発生交通量））の「北」への交通量の記載

を確認し、誤りである場合は修正をお願い

する。 

・ 交通-１５（休日/ピーク時将来交通量（１

３時台））の「南→東」の交通量の数値の記

載が消えているため、修正をお願いする。

また、同箇所の「東」への交通量の記載を

確認し、誤りである場合は修正をお願いす

る。 

 

 

・ご指摘の交通量については、北方面か

らの来客車両（34 台）の退店時、出

入口№1 から出庫し調査地点№1 の流

入部Ｂから直進する場合、出入口№2

から出庫し調査地点№1 の流入部Ｃ

から左折する場合、両方が想定される

ため、同じ台数を上乗せして影響を評

価しています。そのため、北の台数は

34台で誤りではありません。 

（交通-１１に説明を記載しています。） 

 

・ご指摘の箇所を修正します。 

交 通 

【安佐南警察署 交通課】 

 意見は特になし。 

 なお、開店に際しては、交通誘導等につい

て安佐南警察署と事前に協議をお願いする。 

 

 

 

・開店前に交通対策担当者が協議に伺い

ます。 

騒 音 

【環境局 環境保全課】 

 ドラッグストア周辺の状況に変更がある

ことから、住居の立地状況を考慮した上で、

騒音の予測地点の設定及び再評価を行い、必

要な設備や騒音対策について検討すること。 

 

 

・設備等を変更した場合のドラッグスト

ア最寄りの新築住居位置での騒音予

測値は以下のとおりです。 

等価騒音レベル昼間：49.1dB 

等価騒音レベル夜間：41.8dB 

夜間の最大騒音レベル： 

店舗側敷地境界で 37.1dB 

環境基準値（昼間 55dB、夜間 45dB）、

規制基準値（夜間 45dB）を下回りま

す。 

・開店後に苦情等が寄せられる場合は、

誠意をもって対応し、問題に対して対

策を講じるように努めます。 

その他 

【教育委員会 健康教育課 学校安全対策担当】 

 計画地に面する市道安佐南 2 区 166 号線

が、古市小学校・大町小学校それぞれの通学

路に指定されている。また主要地方道豊平広

島線が古市小学校の通学路に指定されてい

る。 

 時間帯によっては、児童の通学時間帯と来

店車両等との出入が重なるため、交通誘導員

・駐車場の出庫車両に対して、「通学路

につき注意」と表示し注意を喚起する

看板を設置します。 

・当該計画店舗は午前 9時開店のため、

登校時間帯には来店車両の出入りは

ありませんが、下校時間帯について

は、オープンセール時に交通整理員を

配置し、通学児童の状況を確認のう
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の配置や安全確保の看板設置等、児童の通行

の安全確保のため必要な配慮をすること。 

  

え、以後の配置について検討します。 

 なお、駐車場出入口前が通学路に指定

されていますが、当該計画地は、古市

小学校と大町東小学校の校区のほぼ

境界に位置しており、現状では駐車場

出入口前を通って通学する児童は見

られませんが、荷さばき施設前での通

行は考えられるため、店頭にも荷さば

き施設を設置し、搬入車両の交錯機会

の抑制を図ります。また搬入車両は同

じ業者が出入りしますので、通学児童

に十分注意するよう周知徹底いたし

ます。 

その他 

【広島県警察本部 生活安全部 生活安全総務課】 

 次の防犯対策へ協力をお願いする。 

 

〔万引き防止対策について〕 

 令和2年中、県内の刑法犯認知件数は減少傾向

にあるが、万引き被害は全体の約17％を占めるな

ど高止まり状態となっているので、平素から 
 
○ 来店客への顔を見ての挨拶 

○ 売場の環境整備（売り上げ金や高額商品の

保管管理） 

○ 防犯カメラの設置と点検整備 

○「万引き追放宣言店（※）」への加入検討 

※ 平成 22 年から開始している広島県警察の

取組で、加盟各店へ掲示用ステッカー・宣

言書を配布、「万引き追放宣言の店ニュー

ス」配信による定期的な注意喚起情報を発

出している。加入方法については、管轄警

察署（安佐南警察署生活安全課）もしくは

警察本部生活安全部生活安全総務課まで相

談。 
 

等の対策をお願いする。 

 

〔自転車盗被害防止対策〕 

 万引き同様全刑法犯に占める割合が高い（約

21％）ほか、約66％が無施錠による被害となって

いる。 

 店舗駐輪場に対する警戒や、店内放送等を活用

した自転車利用者への声かけ（確実な施錠・２ロ

ック）へ協力ください。 

 なお、有事の際は速やかな110番通報をお願い

する。 

 

 

 

・ご指摘の万引き防止策を実施いたしま

す。 

・防犯カメラを適切に設置します。 

・従業員による巡回・声掛けを実施しま

す。 

・「万引き追放宣言店」に加入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・駐輪場の盗難対策として、駐輪場での施錠

を呼びかけ、盗難等のトラブルに注意を促

すサインを設置します。 

 

 


